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神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

神埼市役所脊振支所の庁舎は、築後５７年以上が経過し、老朽化、防災・災

害対策の拠点としての耐震性の不安やバリアフリー化への未対応など様々な問

題を抱えている状況にある。 

また、住民の福祉を増進する目的で活用している脊振公民館、脊振診療所及

び脊振２０００年館（神埼市立図書館脊振分館）といった公共施設も同様な問

題を抱えている。 

神埼市脊振町は、過疎地域に指定されるなど、少子高齢化を伴った人口減少、

地域経済の衰退などの問題も抱えており、その解決が喫緊の課題となっている。 

本市は、このような問題や課題の解決に向け、住民への行政サービスの低下

を招くことなく、住民の利便性を十分に考慮し、住民にとっての生活拠点の核

及び交流の場となる神埼市脊振町複合施設建設に向けて検討を進め、神埼市脊

振町複合施設建設検討委員会を設置し、平成２８年３月に「神埼市脊振町複合

施設建設基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定した。 

更に、平成２９年３月に、引き続き本市が目指す理想の「神埼市脊振町建設

基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定した。この基本計画は、神埼市

脊振町複合施設の設計・工事を進める上での根幹となる計画であり、利便性・

機能性・賑わいの創出などの観点から、地域再生の役割を担う脊振町の拠点と

なる「小さな拠点づくり」を目指し、基本構想で定めた基本理念を踏まえて必

要な施設機能・規模・整備方針などに関する基本的な考え方を示すものである。 

この基本計画をもとに、完成時の姿を計画した概略設計を策定するため、神

埼市脊振町複合施設建設の基本設計業務（以下「本業務」という。）を委託する

にあたり、基本構想や基本計画、本市脊振町の特性及び周辺環境との調和等を

十分に理解したうえで、柔軟かつ高度な発想力や能力及び豊富な経験を有する

者を選定することを目的として、公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」

という。）を実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

神埼市脊振町複合施設建設基本設計業務委託 

（２）計画の概要 

神埼市脊振町複合施設建設基本構想及び神埼市脊振町複合施設建設基本計

画のとおり 
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（３）業務内容 

神埼市脊振町複合施設建設のための基本設計に関する業務 

（４）履行期間 

契約締結の日から平成３０年３月９日（金）までとする。 

（５）委託契約限度額 

３０，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 事務局 

本業務の事務局は、次のとおりとする。 

神埼市役所 総務企画部 庁舎整備課 

住所 〒８４２－８６０１ 佐賀県神埼市神埼町神埼４１０番地 

ＴＥＬ ０９５２－３７－０１０２（直通） 

ＦＡＸ ０９５２－５２－１１２０ 

Ｅ－ｍａｉｌ soumu-03@city.kanzaki.lg.jp 

 

４ 参加要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす２者の共同企業

体とする。 

（１）共同企業体構成員の共通する参加資格 

  ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当する者でないこと。 

② 平成２９・３０年度の神埼市入札参加資格登録を受けており、かつ建築

士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士

事務所に登録された者であること。 

③ 参加表明書の提出日から契約締結日までの期間で、佐賀県及び本市から

指名停止措置を受けていない者であること。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再

生法（昭和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申し立てがな

されていない者であること。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２項に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有している者でないこと。 

⑥ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

⑦ 参加表明書の提出時までに共同企業体を組織し、共同企業体の設置に関

する協定書（様式は、共同企業体標準協定書に準じて任意に作成したも
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のとする。）を参加表明書に添付すること。 

⑧ 代表者の出資割合が最大であること。 

⑨ 構成する者の出資比率が３０％以上あること。 

⑩ 構成する者が、他の提案者の協力事務所（協力者）を兼ねていないこと。 

（２）共同企業体の代表者の資格要件 

① 佐賀県内又は福岡県内のいずれかに本店又は契約権限を有する支店（営

業所）を有する者であること。 

② 平成１９年４月以降に延床面積が２，６００㎡以上の国若しくは地方公

共団体の複合施設（防災・行政機能、生涯学習センター・災害時避難所

機能、健康・医療機能、学習機能のいずれかの機能を含む施設）に係る

設計実績を有し、当該業務が完了している実績を有していること。なお、

設計実績は新築に限る。 

③ 建築士法第２条に定める一級建築士が常勤で５名以上所属している者

であること。 

（３）共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件 

① 佐賀県内に本店を有する者であること。 

② 建築士法第２条に定める一級建築士が常勤で３名以上所属している者

であること。 

（４）協力事務所（協力者） 

参加表明書の提出できる者は、本業務に関する専門分野（管理技術者及び意

匠担当主任技術者を除く。）について、協力事務所（協力者）を加えること

ができる。ただし、この協力事務所（協力者）となった者及びその者の所属

する一級建築事務所は（１）から（３）の参加資格及び参加要件にかかわら

ず、本プロポーザルにおける参加者を有さない。 

 

５ 業務実施上の条件 

（１）管理技術者及び建築意匠担当主任技術者は、建築士法第２３条に規定す

る一級建築士の資格を有すること。 

（２）管理技術者及び建築意匠担当主任技術者は、提案者の事務所に３ヶ月以

上の常勤で所属していること。 

（３）管理技術者及び記載を求める各担当主任者は、それぞれ１名であること。 

（４）管理技術者及び建築意匠担当主任技術者が記載を求める他の分担業務分

野の担当主任技術者を兼任していないこと。 

（５）管理技術者は、平成１９年４月以降に延床面積が２，６００㎡以上の国

若しくは地方公共団体の複合施設（防災・行政機能、生涯学習センター・

災害時避難所機能、健康・医療機能、学習機能のいずれかの機能を含む施
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設）に係る設計実績を有し、当該業務が完了している実績を有しているこ

と。なお、設計実績は新築に限る。 

（６）「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術

者を総括する役割を担う者とし、各担当分野の業務内容は、次表に定める。 

担当分野 業務内容 

建築意匠 

平成２１年１月７日付け国土交通省告示第１５号別添一第

１項第一号及び第二号において示される「設計の種類」にお

ける「総合」とする。 

構造 同上における「構造」とする。 

電気設備 同上における「設備」のうち「電気設備」に係るものとする。 

機械設備 
同上における「設備」のうち「給排水衛生設備」「空調換気

設備」及び「昇降機等」に係るものとする。 

積算 

建築物の設計図書、仕様書等の設計図書を基に、その建築物

の各部材の材料とその数量を正確に抽出し、それを材料ごと

に集積された内訳明細書の形にし、各々の材料に対応する単

価を算入することで、その建築物の建築工事費を求めるもの

とする。 

周辺整備 建物周辺（外構）の整備に係るものとする。 

 

６ 実施要領等の配布 

（１）配布方法 

  神埼市公式ホームページから入手すること。 

  http://www.city.kanzaki.saga.jp/ 

（２）配布期間 

平成２９年４月１０日（月）から平成２９年４月２１日（金）まで 

 

７ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

別添「参加表明書提出要領」による。 

（２）提出部数 

正本１部 副本１部（複写可） 

（３）提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとす

る。郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。 

（４）提出期間 

平成２９年４月１０日（月）から平成２９年５月８日（月）まで 
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（５）提出場所 

  「３ 事務局」に同じ 

 

８ 参加資格の審査方法及び結果の通知 

（１）審査方法 

神埼市建設工事等入札参加資格審議会規程に基づき、参加資格の審査を行う。 

（２）審査結果の通知 

  審査の結果は、参加表明書を提出した者全てに通知する。 

（３）異議申し立て 

  審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けないもの

とする。 

 

９ 技術提案書の提出 

（１）提出書類 

  別添「技術提案書提出要領」による。 

（２）提出部数 

  正本１部 副本１４部（複写可） 

（３）提出方法 

  持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までと

する。郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着と

する。 

（４）提出期間 

  平成２９年５月１５日（月）から平成２９年５月２６日（金）まで 

（５）提出場所 

  「３ 事務局」に同じ 

 

１０ 審査方法及び結果の通知 

（１）審査方式 

  本プロポーザルは、２段階審査方式で行う。 

（２）審査委員会 

  市は、本プロポーザルにより適正かつ公平に選考するため、「神埼市脊振町

複合施設建設基本設計業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員

会」）という。」設置する。 

（３）第１次審査 

参加表明書及び技術提案書の内容について、審査委員会による選考を経たう

えで、第２次審査対象者として、最大で概ね５者を選定する。 
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（４）第１次審査結果の通知 

第１次審査の結果は、技術提案書を提出した者全てに通知する。 

（５）第２次審査 

第１次審査で選定された者から提出された技術提案書等の内容について、審

査委員会によるヒアリング等を実施したうえで、総合的に判断を行い、最優

秀者及び次点者を特定する。 

（６）第２次審査結果の通知 

第２次審査の結果は、第２次審査に参加した者全てに通知する。 

（７）異議申し立て 

審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けないものと

する。 

（８）審査結果の通知 

① 第１次審査結果 平成２９年６月上旬（予定） 

② 第２次審査結果 平成２９年６月中旬（予定） 

 

１１ 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）実施日 

平成２９年６月中旬（予定） 

（２）実施場所 

神埼市役所内会議室（予定） 

（３）留意事項 

① 既に提出した技術提案書のみを使用して説明すること。追加資料等は 

受理しない。 

② 説明の際のパソコン、プロジェクターは、事務局で準備したものを使 

用すること。 

③ 参加者は管理技術者、建築意匠担当主任技術者を含めて３名以内とする。 

④ 欠席の場合は、受注意思がないものとみなす。ただし、交通機関の事 

情等、真にやむを得ない理由により、欠席又は遅刻する場合は事務局 

へ連絡すること。 

 

１２ 失格条項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）審査に影響を与える行為があったと認められる場合 

（２）提出した書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）技術提案書を複数提出した場合 

（４）書類の提出方法及び提出期限を遵守しない場合 
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（５）第２次審査の留意事項に違反した場合 

（６）参加資格を有しない者が技術提案書を提出した場合 

（７）指定する様式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

（８）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（９）建設会社と資本的又は人的関係がある場合 

（１０）本プロポーザルにおいて複数の共同企業体に参加する場合 

（１１）その他、市長が本要領に違反すると認めた場合 

 

１３ 契約の締結等 

（１）契約の方法 

最優秀者を随意契約の相手方として、契約の交渉を行うものとする。ただし、

最優秀者との契約が不可能となったときは、次点者を随意契約の相手方とす

る。 

（２）契約の手続き 

神埼市財務規則による。 

 

１４ 留意事項 

（１）提出期限後における参加表明書及び技術提案書の変更は認めない。ただ

し、変更の理由及び変更の内容について、市長がやむを得ないと認めた場

合はこの限りではない。 

（２）参加表明書及び技術提案書は、返却しない。ただし、参加表明書及び技

術提案書の著作権は、提案者に帰属するものとする。なお、本プロポーザ

ルの審査及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、複製、記録及び

保存を行う。 

（３）原則として、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできな

い。 

（４）本プロポーザルに係る費用は、提案者が全て負担するものとする。 

（５）参加表明書提出後に本プロポーザルを辞退する場合には、速やかに事務

局に連絡するとともに、辞退届（様式第１２号）を事務局に提出すること。 

（６）本業務を受託した場合に従事する管理技術者及び担当技術者は、提出書

類に記載された者に限るものとし、特別な理由があると認められた場合を

除き変更できないものとする。 


